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1. 昆虫の輸入規制の実態 

中国では、昆虫を特定対象とした輸入規制は存在しない。 

そのため、本節では食品・飼料の輸入にあたり、関連性の高い規則を対象とし、一般的な 

要求事項を記述する。 

 

 中国における食品輸入に関しては商務部、税関総署が主要管轄部門1となる。 

 輸出入を行う事業者を登録する「対外貿易経営者届出管理弁法2」、生産・輸出入を行

う事業者が満たすべき規則を定めた「中国輸出入食品安全管理弁法3」、輸入食品に関

する検査に関する規定を定めた「輸出入商品検査法4」等の工程に応じた法制が整って

おり、本法制は輸入食品全般に適用されることから、昆虫も適用対象と考えられる。 

 一方、中国における動植物の輸出入に関する法律としては「生物安全法5」が定められ

ており、昆虫を含む外来種の輸入を許可なく行った事業者に対する罰則が規定されて

いるが、食用・飼料用昆虫を対象とした輸入に関する法規制は無い。 

  

 
1 JETRO https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_05.html  

2 広東省人民政府 http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531978.html 

3 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html 

4 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369445/index.html 

5 国家市場監督管理総局 https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/202106/t20210610_330552.html 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/trade_05.html
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531978.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369445/index.html
https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/bgt/202106/t20210610_330552.html
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1.1 製造工場・製品の登録方法 

 

項目 内容 

登録の要否 食品の製造工場の登録と製品の検査は必要である。 

「中国輸出入食品安全管理弁法」6第 19 条には、生産・販売を行う食品の種

類、保管場所の記載が必要とあるため、製造工場の登録も必要となる。 

これについては「輸入食品海外製造企業登録管理規定」7にて明確に定められ

ており、所在国（地域）の主管機関は登録推薦企業を審査・検査し、登録要件

を満たしていることを確認した後、税関総署に登録を勧告し、以下の申請資料

を提出しなければならない。 

登録に係る手

続方法 

上記に基づく企業における中国向け輸出農林水産物・食品の施設認定手続の登

録については、日本の「農林水産省共通申請サービス」から可能である8。 

輸入者は、中国の税関総署サイト9の「食品の輸出入（进出口食品））」を選択

し、以下の手続きを行う。 

 

① 海外輸入食品生産企業登録（进口食品境外生产企业注册） 

② 輸入食品適合性評価（进口食品境外生产企业注册） 

必要書類 輸入における企業登録においては、上記「②輸入食品適合性評価」に向けて、

中国への輸出国の食品安全管理システムの評価とレビュー、資格保証、入国動

植物検疫承認、付随する適合証明書の検査、書類審査、現地検査、監督と無作

為検査、輸入と販売記録の検査が必要となり、以下の書類が必要となる。 

 

① 輸入事業者届出書 

② 営業許可証、統一社会信用コード、法定代表者の身分証明書、対外貿易経

営者届出登記表等（正本／副本の提示が必要） 

③ 企業の品質安全管理制度、製品トレーサビリティ制度、不合格製品に対す

るリコールおよび処理制度等の有無に関する証明書 

④ 食品安全に関連する部署・人員の配備、職能および職責 

⑤ 生産・販売を行う食品の種類、保管場所 

⑥ 2 年以内に食品輸入、加工および販売に従事したことがある場合、その説

明（食品の品目、数量）を記載した証明書 

⑦ 検疫検査自己申請事業者の場合、検疫検査自己申請事業者届出登記証明書

 
6 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html 

7 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625372/index.html 

8 農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html 

9 中国税関総署 http://online.customs.gov.cn/  

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625372/index.html
http://online.customs.gov.cn/
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の写し 

登録に係る費

用 

「農林水産省共通申請サービス」からの登録を行う場合、登録に必要な費用は

10,400 円である。一方、中国税関ウェブサイトから登録を行う場合、費用お

よび有効期限についての記述はなく、輸入食品輸入事業者届出は税関総署へ、

対外貿易経営者届出登記は商務部または商務部より委託された地方貿易担当部

門へ確認が必要となる。 

登録の有効期

限および登録

内容の変更手

続並びにそれ

らに関する根

拠法令等 

① 登録の有効期限 

情報無し 

 

② 申請内容の変更 

「農林水産省共通申請サービス」からの登録内容については、上記で登録

に利用した輸入食品海外製造企業登録管理システムより「登録内容変更申

請」を行うことが可能である 

 

③ 根拠法令 

中国輸出入食品安全管理弁法 

 

④ 特記事項 

「対外貿易経営者届出登記」は外国貿易事業者の届出登録書に記入され

た事項が変更された日から 30 日以内に記録登録機関に「外国貿易事業者

の届出登録書」の変更手続きを行う。 

「輸入食品輸入事業者届出」は変更発生日から 60 日以内に、届出機関に

変更手続を行わなければならない。 
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1.2 輸入時の必要書類 

 

根拠法令 内容 必要書類 

① 対外貿易経営

者届出管理弁

法10 

① 輸出入または技術の輸出入を行う外国貿

易事業者に対して登録を行うことを定め

たもの 

対外貿易経営者届出登記表 

営業許可証（写し） 

外商投資企業批准証書 

（写し） 

① 輸出入食品安

全管理弁法11 

 

② 輸入食品輸出

入事業者届出

管理規定12 

① 税関による輸入および輸出食品の生産者お

よび経営者とその輸入および輸出食品の安

全性を監督および管理について定めたもの 

② 輸出入貨物の荷送人、荷送人、通関申告を

申請する外国貿易事業者の登録について定

めたもの 

輸入事業者届出書 

① 食品安全法13 

 

 

 

② 食品安全法実

施条例14 

① 中国国内における食品および食品添加物の

製造・加工や包装材料・容器等の製造・操

作、そして保管や輸送等に関する規定を定

めたもの 

② 食品安全法に基づき、実際の管理を行う上

での細則を定めたもの 

営業許可証、統一社会信用

コード、法定代表者の身分

証明書、対外貿易経営者届

出登記表等の写し 

企業の品質安全管理制度、

製品トレーサビリティ制

度、不合格製品に対するリ

コールおよび処理制度につ

いての記載 

食品安全に関連する部署・

人員の配備、職能および職

責を記載した申請書 

生産・販売を行う食品の種

類、保管場所を記載した申

請書 

 
10 広東省人民政府 http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531978.html 

11 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html 

12 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4020542/index.html 

13 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369620/index.html 

14 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369748/index.html 

http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/zcfgk/content/post_2531978.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4020542/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369620/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369748/index.html


第３章  中国 

第１節 昆虫の輸入規制の実態 

 

108 

 

2 年以内に食品輸入、加工

および販売に従事したこと

がある場合、その説明（食

品の品目、数量） 

① 輸出入商品検

査法15 

② 輸出入商品検

査法実施条例

16 

③ 輸出入動植物

検疫法17 

 

 

④ 輸出入動植物

検疫法実施条

例18 

① 輸出入商品の検査を強化し、輸出入商品の

検査を規制するための法律 

② 輸出入商品検査法に基づき、輸出入商品検

査業務を行うための細則を定めたもの 

 

③ 病害虫等の出入りを防止し農林畜産業を保

護するための法律であり、動植物、動植物

製品その他の検疫対象物の出入りを管理す

るもの 

④ 輸出入動植物検疫法に基づき、輸出入商品

検査業務を行うための法律 

検疫検査自己申請事業者届

出登記証明書 

① 輸出入食品安

全管理弁法 

② 税関輸出入貨

物徴税管理規

則19 

③ 中国税関輸出

入貨物集中申

告管理規定20 

 

④ 輸出入商品検

査法実施条例 

① 前述のとおり 

 

② 輸入業者のために課される輸出入関税およ

び関税の徴収について定めたもの 

 

③ 輸出入貨物の荷受人および荷送人の申告手

続きを容易にし、輸出入貨物の通関効率を

向上させ、輸出入貨物の申告管理を標準化

するためのもの 

④ 前述のとおり 

通関申告書 

契約書 

インボイス 

パッキングリスト 

積荷目録（積荷明細書） 

船荷証券（運送状） 

代理通関申告授権委託契約 

輸入承認証明性資料（産地

証明書、植物検疫証明書） 

税関総署が規定するその他

の輸入証明書 

 

 

 
15 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369445/index.html 

16 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369666/index.htmll 

17 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html 

18 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369707/index.html 

19 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4052249/index.html 

20 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/355993/index.html 

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369445/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369666/index.htmll
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369559/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369707/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4052249/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/355993/index.html
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2. 食用昆虫および飼料用昆虫の国内規制の実態 

中国では、昆虫を特定対象とした国内規制は存在しない。 

そのため、本節では新たな食品・飼料の市場投入にあたり関連性の高い規則を主な対象とし、

一般的な要求事項と昆虫との関係性の有無に関して記述する。 

 

 中国における食品・飼料の販売・流通にあたっては市場監督管理総局、中国国家衛生

健康委員会、農業農村部、商務部が主要管轄部門1となる。 

 法律としては「食品安全法」2、「飼料および飼料添加剤管理条例」3にて食品・飼料の

取扱い・申請等に関する規則が整備されており、全般への適用が確認されることか

ら、昆虫もこれらの適用対象となる。 

 畜産対象に関する法律「畜産法」4では、昆虫を含めた家畜類の生産・取引に対する規

則が整備されているものの、対象として記載があるのはミツバチや蚕のみであり、本

事業の対象となる昆虫に関する言及は無い。 

 

  

 
1 農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/shokuhin-kikaku/attach/pdf/asia-210.pdf 

2 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369620/index.html 

3 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/2372339/index.html 

4 中国中央人民政府 http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-12/29/content_141833.htm 

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2369620/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-12/29/content_141833.htm
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2.1 食品安全および飼料安全に関する規則 

2.1.1 食品に関する規則 

 

a. 食品経営許可管理弁法（国家食品薬品監督管理総局令第 17 号）5 

中国の食品安全保障を目的に、食品経営許可活動の規律および監督・管理を強化するため、2015

年 10 月より施行された規則である。新たな食品の市場投入において関連性の高い規則であるが、

昆虫に関する言及は無いため、一般要求事項（準拠要件と必要書類）の記述に留める。 

 

■準拠要件 

中国国内で食品販売活動を行う場合、「食品経営許可管理弁法」第 2 条に基づき、事前に食品経

営許可証の取得が必要であり、そのために次の要件を満たす必要がある。 

 

1. 経営対象食品の取扱いに関する環境の確保 

2. 衛生管理を実現しうる環境の確保 

3. 食品安全管理者、および食品安全保障の規則制度の整備 

4. 衛生管理のために合理的な設備配置および工程の整備 

5. 法律、法規に定めるその他要件への準拠 

 

■必要書類 

食品営業許可証を申請するにあたり、所在地の県レベル以上の食品薬品監督管理機関に次の書

類の提出が義務付けられている。 

 

1. 食品経営許可申請書 

2. 営業許可証または主体の許認可を証明できるその他の文書の写し 

3. 食品の取り扱いに適応する主な機器・設備の配置、オペレーション等に関する文書 

4. 食品安全に関する自己検査、従業員の健康管理、入荷検査記録、食品安全事故の処理等に関

する食品安全を保証する内部制度 

5. 自動販売設備を利用した食品販売に従事する場合、当該設備の製品合格証明書、具体的な設

置場所、事業者の名称、住所、連絡先、食品経営許可証の公示方法等に関する資料 

6. 代理人に食品経営許可証の申請を委任する場合、授権委託書および代理人の身分証明文書 

 

 

 

 
5 国家市場監督管理総局 https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spjys/202011/t20201102_322851.html  

https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spjys/202011/t20201102_322851.html
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2.1.2 飼料に関する規則 

 

a) 輸出入飼料と飼料添加剤検査検疫監督管理弁法（質検総局 118 号令）6 

輸出入飼料と飼料添加物の検査検疫監督管理を標準化し、安全レベルを向上させ、人間と動物の

健康保護を目的とした規則である。 

輸出入品を含めた飼料・飼料添加物の検査・検疫・管理監督に適用されるもの（第二条）であり、

税関総署が中国全土の輸出入飼料の検査・検疫・管理監督を管轄し、その責任を負う（第三条）。 

 

■準拠要件 

1. 新たな飼料および飼料添加物の開発は、その品質と安全性を確保するために、科学的安全

性、有効性、さらに環境保護の原則に従う必要がある。 

2. 開発した新たな飼料および飼料添加物を生産する前に、開発者、生産者は国務院農業行政

主管部門に審査認可を申請し、新規飼料、新規飼料の見本を提供しなければならない。 

3. 海外生産者は、製造等を行う企業登録を中国政府に対して行う必要がある。従い、輸入さ

れる飼料はこれらの登録された海外企業で生産されたものでなければならない。海外生産

者は、原産地（国・地域）と中国双方の法規、基準等の関連要件を満たす必要がある。 

 

b) 畜産法7 

中国内での飼料としての昆虫の飼育については畜産法においても記載されていない。本法にお

いて昆虫についての記載はミツバチ／蚕のみであり、本調査の対象である食用・飼料用昆虫につ

いては対象外であった。 

 

c) 野生生物保護法8 

対象となる昆虫が貴重で絶滅の危機に瀕しているものと認められる場合、許可・規則を取得せ

ず、または規則に従わず、販売、購入をすることは認められない。 

 

  

 
6 中国税関総署 http://www.customs.gov.cn//customs/302249/302266/302267/2372339/index.html 

7 中国中央人民政府 http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-12/29/content_141833.htm 

8 中国野生動物保護法 http://www.bjchy.gov.cn/affair/zfyj/law/54992.htm 

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2372339/index.html
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-12/29/content_141833.htm
http://www.bjchy.gov.cn/affair/zfyj/law/54992.htm
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2.2 表示内容に関する規則 

 

2019 年 4 月の税関総署による通達「輸出入包装食品ラベルの検験、監督・管理に関する公告

9」によると、中国食品安全法の第 67 条10に従い、包装済み食品の包装には、ラベルが貼付され

るものとする。ラベルには、次の項目を示す必要がある。 

 

1. 名称、仕様、純含有量、製造日  

2. 成分または成分リスト 

3. 生産者の名前、住所、連絡先の詳細  

4. 賞味期限 

5. 製品規格コード 

6. 保管条件 

7. 国家規格で使用される食品添加物一般名 

8. 生産ライセンス番号 

9. その他、法令または食品安全基準に定めるその他の事項。 

 

また、輸出入予備包装食品ラベル検験監督管理に関する公告によると、輸入予備包装食品ラベ

ルは、中国の関連法令と食品安全国家規格を満たさなければならず、以下の場合は不合格とされ

る。 

 

1. 中国語ラベルがない 

2. ラベルのデザインが中国の法令と食品安全規格に合わない 

3. 検査結果がラベルの内容と合わない等の場合 

 

  

 
9 中国中央人民政府 http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/05/content_5448950.htm  

10 中国国内法規データベース 

https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3YWIyMmUwYzAxN2FiZDhkODVhMjA1ZjE   

http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-11/05/content_5448950.htm
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3YWIyMmUwYzAxN2FiZDhkODVhMjA1ZjE
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2.3 包装規格に関する規則  

 

 中国食品安全法によると、包装済み食品の包装に関し、下記の記述がある。 

 

1. 生産・運営する食品の品種や量に見合った食品原料の取り扱いや食品加工、包装、保管等

の場所を有し、その環境を清潔に保ち、有毒、有害な場所、その他の汚染源から所定の距

離を保つこと。 

2. 直接輸入された食品は、無害で清潔な包装材料、食器、飲料器具、容器を使用するものと

する 

3. 包装済み食品のみを販売する場合、記録のために郡レベル以上の地方人民政府の食品安全

監督管理部門に報告しなければならない。 
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3. 昆虫生産に関するガイドライン 

3.1 コオロギの養殖技術 

 

中国における昆虫生産に関する公的なガイドラインとしては、中国農業農村部情報センター

が運営する政府公式サイト「中国農業情報ネットワーク（农业农村部信息网）」中の「実用技

術」紹介欄にて、2016 年に公開された記事情報が確認できる。 

当サイトでは、農業・畜産等の諸々の技術的マニュアルを公開しているが、「実用技術」紹介

欄では、植物栽培技術、養殖技術、加工技術に関する記事が定期的に更新されており、養殖技

術の中に昆虫を対象とした記事を参照できる。 

また、農業・畜産に関する研究を行う「中国農業科学院」の公式サイトである中国農業科学

情報サイトでも同様に「実用技術／養殖技術」の一つとしてコオロギについての養殖技術ペー

ジ1（公開時期：2015 年 10 月）が存在する。 

ただし上記のいずれも掲載日は 2015、2016 年と古いものであり、記事作成の目的や対象者

等は不明確であり、情報更新も確認できない。従い、昆虫生産の推進を目的としたガイドライ

ンとは考えにくい。あくまで、伝統的な昆虫生産者を対象とした一般的な安全衛生に係るガイ

ドラインとして参照される範疇に留まるものと推察される。 

以下に中国農業ネットワークに掲載されたコオロギの養殖技術の記事を紹介する。 

  

 
1 中国農業農村部情報センター http://www.cast.net.cn/kj/syjs/yzyjs/262097.html  

http://www.cast.net.cn/kj/syjs/yzyjs/262097.html
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記事名 コオロギの養殖技術2 

筆者注） 

以下の記事は、コオロギの養殖事業者に向けた技術的な説明資料と判断できる。 

本文中には、対象者や目的等の記述はないため、あくまでも一般的な技術的マニュ

アルという位置づけにとどまるものと見られる。 

作成者 中国農業農村部情報センター 

「中国農業情報ネットワーク（农业农村部信息网）」 

公開日 2016 年 1 月 12 日 

内容 コオロギの養殖に必要な設備／日常管理の方法／飼料／収穫方法／加工方法等 

 

0. 序文 

コオロギは直翅目/コオロギ科の昆虫であり、乾燥後は薬として利用される。水腫や尿路閉塞の

治療に利用される。コオロギの養殖方法を下記の通り紹介する。 

 

1. 設備 

コオロギは蟻等の天敵からの保護のため、10×5×2（m）程度の大型ケージにて飼育する。ケ

ージにて幼虫から成虫まで 3,000〜5,000 匹のコオロギを飼育できる。飼料としては大豆、ピー

ナッツ、トウモロコシ等が使用される。 

 

2. 捕獲 

コオロギは跳躍力が強く、隠れる能力が高いため大量の捕獲は容易ではないが、成虫期のコオ

ロギの光や食性を利用することで捕獲が可能。 

 

3. 産卵 

1 ケージあたり、オス 100 匹、メス 100 匹の飼育が可能。コオロギは交尾後、地中に産卵しケ

ージ内の植生が枯れた後も、除去しないで放置することにより卵が越冬しやすくなる。越冬後

は気温が 20℃前後になると、羽化後の幼虫が確認できる。 

 

4. 日常管理 

① 飼料 

コオロギはケージ内で自然飼料でも飼育は可能であるが、成長促進に向けては人工飼料の利用

が推奨される。その配合例は以下の通りである。尚、以下の具材は同時に容器に入れ、まんべ

んなくかき混ぜて細かくすりつぶし、木の板にまぶして給餌する。 

 

 
2 中国農業農村部情報センター http://www.agri.cn/kj/syjs/yzjs/201601/t20160112_4982353.htm  

http://www.agri.cn/kj/syjs/yzjs/201601/t20160112_4982353.htm
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 例 1 ：大豆粉 20％、粗びき小麦粉 35％、トウモロコシ粉 20％、脱脂粉乳 15％、レバー

ミール 5％、ドライイースト 5％ 

 例 2：コーンミール 25％、大豆粕 20％、粗びき小麦粉 25％、脱脂粉乳 15％、ドライイ

ースト 5％、魚粉 10％ 

 

② 環境 

 温度：25℃前後 

 湿度：75〜80％ 

 日照時間：1 日 12 時間 ※コオロギの発育期間短縮が可能 

 

極端に乾燥している時期は、朝夕に適度に散水し、ケージ内の表面湿度を 75〜80%に保つこ

と。雨天時はコオロギの通常の活動に影響を与えないが、給餌板にカバーを装着し、植物系の

餌の配合は控えめにしても良い。ケージの床に水が 1 時間溜まると、コオロギが死ぬ場合があ

るため、速やかに排水を行うこと。 

1 日 12 時間の日照時間により、コオロギの発育期間を短縮することができる。自然光による日

照時間が足りない場合は、人工照明を追加して補う必要がある。 

 

5. 収穫 

コオロギの収穫は以下の要領で実施する。 

 時期：交尾と産卵の時期に合わせて収穫する。尚、卵は余裕をもった量を保存すること。 

 方法：ケージ内にランプを吊るし、水盤を置き、飛んできた成虫が水盤に落下する際に捕

獲する。 

 

6. 加工 

加工方法としては以下の 2 種類が存在する。 

1. コオロギを熱湯で煮沸後、乾燥させる。 

2. コオロギを真空状態にて窒息処分後、腹部を空に向けた状態で、一匹ずつ板上で天日乾燥

させる。乾燥後、不純物や雑虫、折れた手足を処理する。 


